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◆原子力学会の常置委員会…2001年設置

◆倫理委員会の役割、責務（倫理委員会運営細則）

（１）倫理規程制定の基本精神に基づき、
規範は時代とともに変化するものであるこ
とを忘れず、常に社会環境の変化も考慮
した規程を維持するとともに、その遵守状
況を見守っていくこと

（２）会員が、原子力界はもとより、昨今の技術と社会と
の狭間において生じている事柄を、常に自らの問題と
して捉えられること

（３）会員が、原子力に携わる者、あるいは技術者として、
誇りと高い倫理感を持つ必要性を強く認識すること

（４）自己の確立に向け、会員一人ひとりの倫理的判断
力と行動力を高めるためのサポートをすること

◆倫理委員会の任務 （倫理委員会規程） 

（１）本会の制定した倫理規程（前文、憲章、行動の手引）
の改定案の作成等、倫理規程に関する事項

（２）倫理問題の事例集や教材の発行
（３）研究会の実施等
（４）原子力関連の倫理に関連する事項の現状調査
（５）倫理問題に関する意見の表明
（６）その他必要な事項
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・倫理については、会員は、常日頃から考えているべきことであり、その
道しるべを与えるものとして学会の倫理規程を制定することは有用と
認識。

・倫理規程の制定だけで倫理が絡む原子力分野の事故・トラブルが
防止できるなどとは考えていない。しかし。倫理問題について議論する
ことは会員の倫理観の向上に役立つ。

・倫理規程は道しるべにすぎず、具体的な行動は、その状況に応じて会
員自身で考え、判断し、行動することになる。可能な解を探すのは会
員個々の責任。

・倫理規程は、会員が専門家としての倫理的行動とはどういうものかを
考える機会を提供する。

・あらかじめ考えておくことは、自らが倫理的な問題について判断を下
す必要に迫られたとき、適切な解を見つけることに寄与する。

2
参考：日本原子力学会倫理規定制定委員会，日本原子力学会倫理規定案について，日本原子力学会誌，Vol.43，No.4(2001)

（注）原文の「倫理規定」を、上記では「倫理規程」と現在の使い方に置き換えている。

倫理規程の意義



年 倫理規程の制定・改定，見解等の公表 社会に大きな影響を与えた原子力事故等
1995 旧動燃：もんじゅ２次系Na漏洩事故・ビデオ隠し
1997 旧動燃：アスファルト固化処理施設火災爆発事故
1998 旧原電工事：使用済燃料輸送容器データ改ざん発覚

1999 倫理規定制定委員会第1回会合
BNFL：MOX燃料製造データ改ざん発覚
JCO：臨界事故

2001 倫理規程制定、倫理委員会発足
2002 委員会による提言（点検データ改ざん問題） 東電：自主点検記録改ざん等
2003 倫理規程改定（1回目）
2004 関電：美浜３号機 二次系配管破断事故

2005 委員会による見解（ニ次系配管破損事故）
倫理規程改定（2回目）

2007
委員会による提言（発電設備に係る不正・不適
切事案問題）
倫理規程改定（3回目）

各社：発電設備のデータ改ざん等の不適切事案公表
北陸電：志賀制御棒引き抜け事故発覚
東電：中越沖地震による柏崎刈羽原子力発電所の被災

2009 倫理規程改定（4回目）
2010 中国電：島根原子力発電所点検不備問題公表

2011 委員会による見解（保守管理ならびに定期事業
者検査に係わる問題）

東電：福島第一原子力発電所事故
2014 倫理規程改定（5回目）
2018 倫理規程改定（6回目）
2019 関電：金品授受問題発覚
2020 委員会による見解（金品授受問題）

2021 倫理規程改定（7回目） 東電：IDカード不正使用問題、核物質防護機能の一部喪失事案
の発覚

2022
委員会による見解（核物質防護設備の機能の
一部喪失事案）
倫理規程制定20年シンポジウム 3



■基本事項（前提）…本会倫理規程の特長
・積極的な倫理を訴求（ポジティブな倫理、積極的倫理）
・よりよい安全、よりよい倫理的行動のための組織文化を訴求

■論点等
・前回改定時の論点も考慮

①東京電力福島第一原子力発電所事故、②関西電力金品授受問題
③品質不正問題、④組織文化（上記問題・事故の背景要因として共通）
⑤倫理規程をより浸透させるための見直し（自分事として考えることのできる文言）

・委員会活動（企画セッション、20年シンポジウム、連載企画等）における学びからの検討
・再稼働の進展やGXにおいて今後も原子力発電を継続的に活用していく流れの中
で、これまでの倫理規程制改定で訴求してきたことの再確認、より明確に訴求す
べき点の検討（安全に対する戒め、社会からの信頼、多様な価値の尊重、組織文化の観点 等）

・内容の類似箇所の整理・統合（特に行動の手引。ただし、引き続き特出ししてお
くべき箇所には留意）

■検討スケジュール(案)
  本格検討開始 2023年6月 → 委員会としての成案 2024年12月 

  → 年明け意見募集 → 2025年5月頃 理事会承認
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日本原子力学会倫理規程は，日本原子力学会会員が，研究，開発，利用，
教育等のさまざまな活動を実施するにあたり，会員一人ひとりが持つべき心構えと
言行の規範を書き示したものである。会員は，原子力の平和利用と安全確保の重
要性を認識し，その業務に携わることに誇りと使命感を持ち，その責務を果たすため，
常に本規程を自分の言葉に置きなおし，自ら考え，自律ある行動をとる。

現代は，人類の生存の質の向上と地球環境の保全が課題となっており，さまざま
な技術が開発され進歩している。しかし，どのような技術にも必ず正の側面と負の側
面が存在している。会員は，自らの携わる技術が，正の側面によってより社会貢
献するために，東京電力福島第一原子力発電所事故が長期にわたって環境や社
会に甚大な負の影響をもたらしていることや，廃棄物，核セキュリティ等の問題が
あることを絶えず思い起こし，技術だけでは解決できない問題があることも強く認
識する。もって常に現状に慢心せず，広く学ぶ姿勢と俯瞰的な視野を持ち，チャレ
ンジ精神と不断の努力をもって，より高い安全性を追求し，未来世代にわたって
豊かで安心できる社会の実現に向けて，積極的に行動する。

本規程は，日本原子力学会の個人および組織の会員を対象としているが，原
子力の平和利用と安全確保のために，本規程がより多くの原子力関係者に共有
され，本規程に則った行動がとられることが必要である。このため，我々会員は，
本規程の精神を理解し，原子力に関わるすべての個人および組織が本規程に示
した精神と行動規範を実践できることを目指し率先垂範する。さらに，日本原子
力学会自身も，会員の支援を通じて使命を果たす。

規程の位置づけ

規程の使い方

会員の責務②

規程の対象範囲

会員の責務③

原子力に係る技
術に対する基本
的な認識

会員：個人会員，賛助会員

会員の責務①

赤字は改定案（検討中）
日本原子力学会 倫理規程

前 文
（2021年5月27日理事会承認）

前回改定
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４－６ 会員の安心への戒めと信頼のための行動
会員は，安全の状態を過信し，自らがそのことで安
心してはならない。公衆の信頼は，原子力技術を
扱う者がその危険性を十分に認識し，緊張感を
保って行動すること，他の意見・批判をよく聴くこと
等，不断の努力によって得られるものと認識する。

２－９ 技術成熟の過信への戒め
会員は，原子力の安全性を過信することなく，今
後とも新たな技術的問題が出ることがありうるとして，
緊張感を持って警戒心を維持するとともに，事前の
備えを尽くす。

１－４ 技術者の行動による信頼
会員は，技術に対する社会からの信頼は，不適
切な行動により瞬時に失われることを認識したうえで，
技術を扱う者として，社会の理解を得ることのでき
る行動を積み重ねていく。

４－４ 社会との調和
会員は，常に社会からの声に幅広く耳を傾け，双
方向のコミュニケーションを心がけて社会との調和に
努める。

１－４ 技術者の行動による信頼
会員は，技術に対する社会からの信頼
は，不適切な行動により瞬時に失われる
ことを認識したうえで，社会からの声に
幅広く耳を傾けて双方向のコミュニケー
ションに努め，社会からの信頼を得ること
のできる行動を積み重ねていく。

２－９ 技術成熟の過信への戒め
会員は，原子力の安全性を過信するこ
となく，今後とも新たな技術的問題が出
ることがありうるとして，緊張感を持って
警戒心を維持するとともに，事前の備え
を尽くす。

統
合

統
合

内容の類似箇所の
整理・統合の検討例
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皮肉なことに、新規制基準に対応してきた過程で、新たな
“安全神話的な状態”が生まれているのだ。

ただこれは、人間が安定を好む生き物である以上、構造的に
防ぎ得ない自然の帰結なのである。“安全神話”は何度でも
よみがえるのだ。

まずは、構造的に“安全神話”が必ず生まれることをすべての
関係者が自覚することが肝要である。

そして、それを前提として、それでも事故を起こさないために必
要な「人間の心理にブレーキをかけるための施策」をどうにか
して生み出すことが求められているのだと思う。

大橋智樹先生予稿抜粋
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憲章６．有能性原則
会員は，原子力が総合的な技術を要することを常に意識し，自らの専門能力に対してその限界を謙虚に
認識するとともに，自らの専門分野以外の分野についても理解を深め，常に協調の精神で臨む。

行動の手引
６－１ 分野横断の取組みの必要性
会員は，原子力が様々な専門分野を含む総合科学技術であることを
十分に認識し，原子力安全を確保するためには専門分野同士の境界
に隙間ができないように総合的な視点から取り組むように努める。

憲章２．公衆優先原則・持続性原則
会員は，公衆の安全をすべてに優先させて原子力および放射線の平和利用の発展に積極的に取り組む。

行動の手引
２－１ 原子力利用と安全確保の両立
会員は，過去に起きた原子力をはじめとするさまざまな事故や災害を絶
えず思い起こし，携わる技術の潜在的な危険性や，どのような安全策
を講じてもリスクが残ることを強く認識する。
その上で，常により高い安全性を追求し，その確保に努める。

以降、大橋先生予稿を踏まえ、本会倫理規程の関連箇所を紹介（順不同）
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憲章３．真実性原則
会員は，最新の知見を積極的に追究するとともに，常に事実を尊重し，自らの意思をもって判断し行動す
る。

行動の手引
３－３ 自らの判断に基づく行動
会員は，業務指示や前例などの与えられた情報を無批判に受け入れ
ることなく，誤った集団思考に陥ることのないよう，常に正確な情報の
収集に努める。その上で，状況を俯瞰し，関連する専門能力と経験に
より自ら判断し，行動する。

憲章４．誠実性原則・正直性原則
会員は，法令や社会の規範を遵守し，自らの業務を誠実に遂行してその責務を果たすとともに，社会から
の負託と社会に対する説明責任を強く自覚して，社会の信頼を得るように努める。

行動の手引
４－７ 情報の公開
会員は，原子力の安全にかかる情報について，積極的な公開に努め
る。特に公衆の安全上必要不可欠な情報については，その情報を有
する組織または個人にその情報を速やかに公開するように働きかけ，
公衆の安全確保を優先させる。
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憲章７．組織文化の醸成
会員は，所属する組織の個人が本規程を尊重して行動できる組織文化の醸成に取り組む。

行動の手引
７－３ 環境整備の重要性と継続的改善
組織の運営に責任を有する会員は，本規程の意義と重要性を認識し，
組織に所属する個人（会員および非会員）に対して倫理的な行動を促すと
ともに，そのための環境を整える。
また，倫理的な行動を妨げる組織的要因がないかどうかを絶えず注
視し，不十分なときは組織・体制も含めて組織文化の変革に取り組
み，環境の継続的な改善・向上に努める。

憲章５． 専門職原則
会員は，原子力の専門家として誇りを持ち，携わる技術の影響を深く認識して研鑽に励む。また，その成
果を積極的に社会に発信し，かつ交流して技術の発展に努めるとともに，人材の育成と活性化に取り組む。

行動の手引
５－８ 会員間の協力による困難の克服
会員は，個人では解決が難しい困難な状況や倫理的葛藤に直面し
たとき，所属組織の構成員や他組織の会員との適切な協力を通じ，
その困難を克服するよう努める。
また，他の会員が協力を求めているときには，積極的に応答する。
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ご清聴、ありがとうございました。
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